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わたづ便
渡 津 地 域 コ ミ ュ

ニ テ ィ 交 流 セ ン

ター発行  

TEL52－ 2569  

回 覧 

渡津の世帯 /人口   ２ 月末日現在 (比 １月 )  ☆ 世帯数８４９戸  (±０ )  

 ★ 人口数  １ ６０８人  (±０）  男 ７７０人（ +２ )  女 ８３８人（ -２）  

  

３ 月２日 (月 ) 大 元ふれあいサロン  

 大 元自治会主催で、出前講座「江津の歴史」として、渡津の歴史について江津市役所社

会教育課より、社会教育主事の佐々木先生と持田主任が講師となり、時代毎の渡津地区の

歴史のお話と現存している渡津小学校の 旧校舎の写真や地図を見て、幼いころ遊んだ場所

や、地域にあったお店など、懐かしい思い出を語りながら 、楽しい時間を過ごしました。

その後の軽食をとりながらの時間も、参加者同士で近況や思い出話で盛り上がりました。  

  

    

自 転車のルールが変わります！交通ルールを守って安全運転を  

４月１日から、自転車にも「交通反則通告制度」が適用されることになります。今回

自転車に導入される青切符は、１６歳以上の運転者が対象となります。また、平成２７

年から始まった自転車運転者講習制度（１４歳以上の方で、３年以内に２回以上、自転

車を運転中に危険行為を行い、交通違反として取締りを受けた、又は、交通事故を起こ

した者は自転車運転者講習を受講しなければいけません。）もあわせてご注意ください。

詳しくは警察庁のホームページや渡津地域コミュニティ交流センターにポスターが掲示

されているので、ご確認ください。渡津地区では通行区分違反（走るべき場所を間違え

るなど）の学生や一般の方が見受けられます。今一度、ルールの確認を行って、安全運

転に努めていただけたらと思い、記事を掲載しております。また自動車等に関しても、

自転車等の右側を通過する場合において、両者の間に十分な間隔がないときには自動車

等は自転車等との間隔に応じた安全な速度で進行しなければ罰則の対象になります。目

安として１ｍ～１ .５ｍと言われておりますが、自転車等の動きに対応できる間隔と速度

で事故防止に努めてください。         渡 津地区交通安全指導員  濵本豊より  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２日(木 ) 児童民生委員     ６日～１５日  春の全国交通安全運動  

１９日(日 ) センター清掃    ２３日 (木 ) ひだまりカフェ  

４月の行事  
  

 

 社 会福祉協議会渡津支会主催で、女性ボランティア１８名の方に、一皿運動の一環として

「８０歳以上の一人世帯」または「８０歳以上の夫婦二人世帯」の方々へ配布するお弁当を

作っていただきました。食材の手配から、前日の仕込み、当日の調理と大変お世話になりま

した。お弁当も、彩り豊かなちらし寿司にバトウのフライ、白和えやフルーツゼリーなど具

だくさんで栄養バランスに配慮された内容でした。 一つ一つ手作りの品々が詰まったお弁

当には、女性ボランティア皆さんの真心がいっぱい詰まっていたと思います 。  

出来たお弁当は、自治会・民生委員のご協力のもと、当日の夕食として対象者の方に届け

られました。ご協力いただいた皆様、お疲れ様でした。  

  

 

３ 月３日 (火 ) 一 皿運動  

   

   

 

 

３月１６日 (月 ) プ ランターの手入れ  

 ９ 月に撒いた種がプランター一面に広がっています。少し窮屈そうなので、渡津万寿会の

女性の方々にご協力をいただき、プランターを増やして植え替えを行いました。ネモフィラ

の花は少しずつ咲き始めていますが、なでしことニゲラはこれから綺麗な花を咲かせてくれ

ると思います。残念ながらラベンダーは 芽が出ませんでしたが、プランター一面に花が咲く

のが楽しみです。植え替えにご協力いただ いた皆様、ありがとうございました。  

  

    


